
 

 

◎サービス利用料（1月あたり） 

【基本部分】      

利用者の 

要介護度 
基本利用料 

利用者負担 

(1 割) 

利用者負担 

(2 割) 

利用者負担 

(3 割) 

事業対象者 

要支援１ 
１７，９８０円（１月につき） １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

事業対象者 

要支援２ 
３６，２１０円（１月につき） ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 
加算・減算の要件

（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

利用者負担 

(3割) 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

別に厚生労働大臣が

定める基準に適合し

ている場合にいずれ

か１つを算定 

 

事業対象者要

支援１ 
８８０円 ８８円 １７６円 ２６４円 

事業対象者要

支援２ 
１，７６０円 １７６円 ３５２円 ５２８円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅱ） 

事業対象者要

支援１ 
７２０円 ７２円 １４４円 ２１６円 

事業対象者要

支援２ 
１，４４０円 １４４円 ２８８円 ４３２円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅲ） 

事業対象者要

支援１ 
２４０円 ２４円 ４８円 ７２円 

事業対象者要

支援２ 
４８０円 ４８円 ９６円 １４４円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
介護職員の処遇改善に関して、一定の改善基準を超えた場合にいずれか１つを算

定（９．２％） 

科学的介護推進体制加算 
身体状況等を国に報告、フィードバックを受け、それを基にケア計画を作成 

（４０円／月） 

同一建物減算 

事業所と同一

の建物に入居

されている場

合 

事業対象者

要支援１ 
－３，７６０円 －３７６円 －７５２円 －１，１２８円 

事業対象者

要支援２ 
－７，５２０円 －７５２円 －１，５０４円 －２，２５６円 

（注３）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 


